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下 白水 南 自治 会 規 約

(名 称 及 び 事 務 所 )

第 1条  本 会 は 、 下 白水 南 自治 会 (以 下 「自治 会 」 と い う。 )と 称 し、 事 務 所 を

春 日市 下 白水 南 3丁 目 44番 地 (下 白水 南 コ ミ ュ ニ テ ィセ ン タ ー 内 )に 置 く。

(組 織 )

第 2条  自治 会 は 、 下 白水 南 地 区 内 に居 住 す る者 を 自治 会 員 と して 、 組 織 す る 。

(目 的 )

第 3条  自治 会 は 、 住 民 自治 の精 神 に則 り、 住 民 の 相 互 協 力 に よ っ て 明 る く住 み

よ い環 境 を創 り、 維 持 し、 住 民 の 生 命 と暮 ら しを 守 る こ と を 目的 とす る。

(事 業 )

第 4条  自治 会 は 、 前 条 の 目的 を達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を行 う。

(1)住 民 福 祉 の 増 進 、 並 び に住 民 相 互 の 融 和 及 び 親 睦 に 関 す る こ と。

(2)生 活 環 境 に 関 す る こ と。

(3)防 災 、 防 犯 及 び 交 通 安 全 に 関 す る こ と。

(4)文 化 及 び ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 す る こ と。

(5)生 涯 学 習 に 関 す る こ と。

(6)住 民 へ の 情 報 提 供 に 関 す る こ と。

(7)自 治 会 が 所 有 す る 財 産 の維 持 管 理 に 関 す る こ と。

(8)他 団 体 又 は 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 及 び 協 議 に 関 す る こ と。

(9)そ の 他 目的 達 成 に必 要 な こ と。

(隣 組 )

第 5条  自治 会 に 隣 組 を 置 く。

(1)隣 組 の 区 域 は 、 別 図 の とお り とす る 。

(2)隣 組 は 、前 項 に規 定 す る 区 域 内 に居 住 す る会 員 で 組 織 し、 自治 会 の 運 営 及

び 事 業 活 動 に 参 画 す る 。

(部 )

第 6条

1 第 4条 に定 め る事 業 を 円滑 に推 進 す るた め 、 自治 会 に次 に揚 げ る部 を置

く。

(1)コ ミ ュニ テ ィ 。地 域 活 性 部

(2)生 活 環 境 部

… 1-



(3)健 康 ・ 福 祉 推 進 部

(4)防 犯 ・ 防 災 部

2 部 が 所 掌 す る事 業 は 、 別 に規 則 で 定 め る 。

(役 員 )

第 7条

1 自治 会 に 次 の 役 員 を置 く。

1人(1)会  長

1人(2)副 会 長

1人(3)会  計

、 事 業 を 推 進 す る。 又 上 記 4部 の(4)事 業 部 員    10人 ((会 長 の 統 括 の 下

い ず れ か の 担 当 とな る 。 )

隣 組 数 に相 当 す る人 数(5)組  長

2人(6)監 査 員

               る。自治 会 を代 表 す2 会 長 は 、 自治 会 を統 括 し、

る と き 、 又 は 欠 け た と き は 、会 長 に事 故 が あ会 長 を補 佐 し、3 副 会 長 は 、

そ の職 務 を代 理 す る 。

4 会 計 は 、 自治 会 の会 計 を掌 る。

5 第 6条 の 各 部 は 自治 会 長 が 統 括 し事 業 毎 に 担 当 す る 事 業 部 員 を 決 め 活 動 す

る 。

治 会 の 運 営 及 び 事 業 活 動 に参 画 す る。6 組 長 は 、 隣 組 を代 表 し、 自

白治 会 の 出 納 及 び 事 務 を監 査 す る。7 監 査 員 は 、

(評 議 員 会 )

第 8条

                        会 (以 下 「評 議南 自 治 会 評 議 員、 会 長 の 諮 問 機 関 と し て 下 白 水1 自 治 会 に

員 会 Jと い う。 )を 置 く。

る 。別 に規 則 で 定 め2 評 議 員 会 に 関 す る事 項 は 、

(役 員 の 選 出 )

第 9条  役 員 の 選 出 は 、 次 の 方 法 で 行 う。

会 の 推 薦 に よ り選 出 す る 。選 挙 又 は 評 議 員総 会 にお い て 、(1)会 長 は 、

              す る。会 計 及 び 事 業 部 員 は 会 長 が 指 名(2)副 会 長 、

各 隣 組 に お い て 選 出 す る。(3)組 長 は 、

よ り総 会 の 承 認 を得 て 選 出 す る 。(4)監 査 員 は 、 会 長 の 推 薦 に

(役 員 の任 期 及 び 報 酬 )

第 10条
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1 会 長 の 任 期 は 2年 と し、再 任 に あ っ て は 1回 限 り とす る 。た だ し評 議 員 会 が 再

任 す る必 要 が あ る と認 め た とき は 、 この 限 りで は な い 。

2 副 会 長 、 会 計 、 事 業 部 員 及 び 監 査 員 の 任 期 は 2年 と し、 組 長 の 任 期 は 1年 と

す る 。

3 前 2項 に規 定 す る任 期 は 、4月 1日 か ら翌 年 の 3月 31日 ま で を 1年 とす る。

4 役 員 に 欠 員 を 生 じた と き は 、 組 長 に つ い て は 当 該 隣 組 で 、 会 長 及 び 監 査 員 に

つ い て は 評 議 員 会 の 意 見 を 聴 い て 役 員 会 で 補 選 す る こ とが で き る 。

副 会 長 、 会 計 及 び 事 業 部 員 につ い て は 会 長 が 指 名 す る 。

補 充 され た 者 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 とす る 。

5 役 員 に は 、 予 算 に定 め る額 の 報 酬‖を支 給 す る 。

(会 議 )

第 11条  自治 会 の 運 営 に 関 す る会 議 は 、 総 会 及 び 役 員 会 とす る 。

(総 会 )

第 12条

1 総 会 は 、 全 会 員 (自 治 会 加 入 世 帯 の代 表 者 。 )で 構 成 し、 自治 会 の 最 高 議 決

機 関 と して 次 の 事 項 を 議 決 す る 。

(1)規 約 等 の 制 定 及 び 改 廃 に 関 す る こ と。

(2)会 長 及 び 監 査 員 の 選 出 に 関 す る こ と。

(3)当 該 年 度 の 事 業 計 画 及 び 実 施 に 関 す る こ と。

(4)当 該 年 度 の 予 算 及 び 決 算 に 関 す る こ と。

(5)そ の 他 自治 会 の 重 要 な 事 項 に 関 す る こ と。

2 総 会 は 、 定 期 総 会 及 び 臨 時 総 会 と し、 会 長 が 招 集 す る。

ま た 、 臨 時 総 会 は 次 の 場 合 に 開 催 す る 。

(1)会 長 が 、 開催 の必 要 を 認 め 、 か つ 、 役 員 会 が 同 意 した と き 。

(2)会 員 の 6分 の 1以 上 の 者 か ら、 署 名 を も っ て 要 求 が あ っ た と き 。

3 総 会 は 、 会 員 の 過 半 数 の 出 席 で 成 立 す る 。 た だ し、 委 任 状 を提 出 した 者 は 出

席 とみ な す 。

4 総 会 の 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 で 決 し、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 が これ を決

す る 。

5 総 会 の 議 長 及 び 書 記 は 、 総 会 に お い て 選 出 す る。

(役 員 会 )

第 13条  役 員 会 は 、 監 査 員 を 除 く役 員 を も っ て 構 成 し、 会 長 が 主 宰 す る。

1 役 員 会 は 、 次 に 掲 げ る事 項 を審 議 決 定 す る。

(1)総 会 に付 議 す べ き 事 項 に 関 す る事 。
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(2)各 種 事 業 運 営 に 関 す る こ と。

(3)予 算 の 補 正 に 関 す る こ と。

(4)緊 急 事 態 発 生 時 の 緊 急 活 動 に 関 す る こ と。

(5)そ の 他 自治 会 長 が 必 要 と認 め た 事 項 。

2 会 議 は 、 役 員 の 過 半 数 の 出 席 で 成 立 し、 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 で 決 す る 。

た だ し、 可 否 同 数 の と き は 会 長 の 決 す る と ころ に よ る。

(専 決 )

第 14条  会 長 は 、 前 条 第 2項 の 各 号 に掲 げ る事 項 に つ い て 緊 急 に処 理 す る必 要

が あ る場 合 で 、 役 員 会 を 招 集 す る 時 間 が な い とき は 専 決 す る こ とが で

き る。

(報 告 )

第 15条  会 長 は 、 前 条 の 規 定 に基 づ き 専 決 した 事 項 に つ い て は 、 次 の 役 員 会 に

お い て 報 告 し、 承 認 を求 め な け れ ば な らな い 。

(会 計 年 度 )

第 16条  会 計 年 度 は 、 毎 年 4月 1日 か ら翌 年 3月 31日 ま で とす る。 た だ し、

3月 31日 以 前 に総 会 で 決 算 が 承 認 され た と き は 、 承 認 の 日を

3月 31日 と読 み 替 え る も の とす る。

(自 治 会 費 )

第 17条  自治 会 の 運 営 に充 て る た め 、 自治 会 費 と して 1世 帯 に つ き 毎 月

600円 を徴 収 す る。

た だ し、 地 区 内 に所 在 す る会 社 、 店 舗 等 に つ い て は 、 年 会 費 と して

12, 000円 以 上 を徴 収 す る 。

(委 任 )

第 18条  この 規 約 に定 め る も の の ほ か 、 自治 会 の 運 営 に 関 す る必 要 な 事 項 は 、

会 長 が 評 議 員 会 に諮 っ て 決 め る 。

附  則

この規 約 は 、 平 成 10年 4月 1日 か ら施 行 す る 。

平 成 11年 3月 28日 か ら施 行 す る 。

平 成 12年 4月 1日 か ら施 行 す る 。

平 成 13年 4月 29日 一 部 改 正 し、平 成 14年 度 か ら施 行 す る。

附  則

この 規 約 は 、 平 成 21年 4月 1日 か ら施 行 す る 。
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下 白水 南 公 民 館 規 約 は 、 廃 止 す る 。

附  則

この 規 約 は 、 一 部 改 正 し平 成 22年 4月 18日 か ら施 行 す る 。

附  則

この 規 約 は 、 一 部 改 正 し平 成 27年 4月 19日 か ら施 行 す る 。

附  則

この 規 約 は 、 一 部 改 正 し令 和 2年 4月 20日 か ら施 行 す る 。

-5-



下 白水 南 自治会 の部 に関す る規則

(趣 旨 )

第 1条  この規則 は、下 白水 南 自治会 規約 第 6条 第 2項 の規 定 に基 づ き、部 が所 掌

す る事 業等 に関 し、必 要な事 項 を定 め る もの とす る。

(所 掌事 業 )

第 2条  部 が所 掌 す る事業 は、次 に揚 げ る とお りとす る。

(1)コ ミュニ テ ィ・ 地域活 性部

① 児童及び生徒 の健全育成 に関す る こと。

② 学校 との連携 に関す る こと。

③ スポー ツの振興 に関す る こと。

④ レク リエー シ ョンの推進 に関す る こと。

⑤ 文化 の振興 に関す る こと。

(2)生 活環境部

① 生活環境 の保全及 び改善 に関す ること。

(3)健 康・福祉推進部

① 子育て支援 に関する こと。

② 高齢者及 び要援護者 の支援 に関す る こと。

③ 献血推進 に関す る こと。

④ 生涯学習の推進 に関す る こと。

(4)防 犯 。防災部

① 防犯、防災、交通安全等 の生活安全 に関す ること。

2部 は、前項 に揚げる事業 を推進す るに当たって は,関 係す る各種機 関及び団体等

と連絡調整 を図 り、連携す るもの とす る。

(福 祉協 力員 )

第 3条

1 健康・福祉推進部が所掌す る事業 を効果的 に推進す るため、福祉協力員 を置 く。

2 福祉協 力員 は、下 白水南 自治会 の福祉関連事業 を補佐 し、事業 の運営 に参画す

る。

3 福祉協 力員 は、役員が推薦 し、 自治会長が任命す る。 (委 任 )

第 4条  この規則 に定 める事項 につ いて疑義が生 じた ときは、 自治会長が役員会 に

諮 って決定す る。

附 則

この規則 は、平成 21年 4月 1日 か ら施行す る。

附 則

この規則 は、令和 2年 4月 20日 か ら施行す る。
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(趣 旨 )

第 1条  この規則は、下 白水南 自治会規約第 8条第 2項 の規定 に基づき、下 白水南 自治会

評議員会 (以 下 「評議員会」 という。)の 組織及び運営等 に関 し、必要な事項を定め

るものとす る。

(組 織 )

第 2条  評議員会は、次の各号 に掲げる者 をもって組織する。

(1)下 白水南 自治会長、副 自治会長及び会計の職 にある者

(2)隣 組長の代表者                  3人

(3)下 白水南地区内に居住する市議会議員

(4)下 白水南地区内に居住す る学識経験者        若千名

(5)下 白水水利組合代表者               1人

(6)下 白水南婦人会代表者               1人

(7)下 白水南シニアクラブ代表者            1人

(8)下 白水南子 ども会育成会代表者           1人

(9)春 日西小学校及び春 日西中学校 PTA代 表者     3人

(役 員 )

第 3条  評議員会 に次の役員を置 く。

(1)会長           1人

(2)副会長         1人

(3)書 記           1人

2 会長は、 自治会長 をもって充て、評議員会 を主宰す る。

3 副会長は、会長が指名す る者をもって充て、会長 を補佐す る。

4 書記は、事務を掌理する副 自治会長 をもって充て る。

(会 議 )

第 4条  評議員会は、 自治会長の諮間に応 じ、次に揚げる事項 について審議する。

(1) 総会 に付議す る事項

(2) 自治会長の候補者の推薦 に関す る事項

(3) 自治会長及び監査員 の補選 に関す る事項

(4) 事業 の実施及び結果 に関す る事項

(5) その他 自治会長が必要 と認める事項

2 評議員会 は、会長が招集す る。ただ し、評議員の 4分 の 1以 上の者か ら議題 を示 して

評議員会の招集 の請求があった ときは、会長は評議員会 を招集 しなければな らない。
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3 評議員会は、評議員 の過半数の出席で成立 し、その議事は出席 した評議員の過半数で

決す る。ただ し、可否同数の時は、会長の決す るところによる。

4 下 白水南 自治会規約第 9条第 1号 の規程 による自治会長の推薦は、第 2条第 1号 に

規定す る職 にある者 を除 く評議員で決定する。

(任 期 )

第 5条  評議員の任期は 1年 とし、補欠の評議員 の任期はそ の前任者の残任期間 とする。

ただ し、別 に任期を有す る団体等か ら選出された者の任期は、その者の属す る団体等

の任期 による。

(経 費 )

第 6条  評議員会 に必要な経費は、 自治会一般会計予算 に定めるところによる。

(規則 の改廃 )

第 7条  規則 の改廃は、 自治会長が評議員会 の承認を得て、 自治会総会 に報告 しなければ

な らない。

附 則

この規則 は、平成 8年 4月 1日 か ら施行す る。

この規則は、平成 12年 4月 1日 か ら施行す る。

この規則は、平成 16年 4月 1日 か ら施行す る。

この規則 は、平成 17年 4月 1日 か ら施行す る。

附 則

この規則は、平成 21年 4月 1日 か ら施行す る。

下 白水南公民館運営委員会規則 は廃止す る。

附 則

この規則 は平成 22年 4月 1日 か ら施行する。

この規則 は平成 27年 4月 1日 か ら施行す る。

この規則 は令和 2年 4月 20日 か ら施行する。



自治 会 長 の選 挙 に関す る規 程

(趣 旨 )

第 1条  この規 程 は 、 自治 会 規 約 第 9条 第 1号 に規 定 す る 自治 会 長 の選 挙 (以 下

「選 挙 」 とい う。 )に 関 し、 必 要 な事 項 を定 め る もの とす る。

(選 挙 管 理 委 員 会 )

第 2条

1   選 挙 を公 明 か つ 適 正 に行 うた め 、 下 白水 南 自治 会 選 挙 管 理 委 員 会 (以 下

「委 員 会 」 とい う。 )を 下 白水 南 地 区 公 民館 内 に置 く。

2   委 員 会 は 、 下 白水 南 自治 会 評 議 員 会 規 則 第 2条 第 1号 に規 定 す る職 に あ る

者 を除 く評 議 員 で 構 成 す る。

3   委 員 会 に、 委 員 長 及 び職 務 代 理 者 を置 く。

(1)委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 によ り選 任 し、職 務 代 理 者 は、委 員 長 が 指 名 す る

もの とす る。

(2)委 員 長 は 、 委 員 会 を代 表 し、 委 員 会 を統 括 す る。

(3)職 務 代 理 者 は 、委 員 長 に事 故 が あ る とき 、 又 は委 員 長 が 欠 けた とき 、

そ の職 務 を代 理 す る。

(選 挙 )

第 3条  選 挙 は 、 自治 会 長 の任 期 の末 日が 属 す る年 度 の決 算 総 会 の 日 (以 下 「選

挙 日」 と い う。 )に 行 う。

(候 補 者 )

第 4条
1   委 員 会 は 、 選 挙 日の 60日 前 に選 挙 の実 施 を回 覧板 等 で 広 報 し、 選 挙 に

立候 補 しよ う とす る者 (以 下 「候 補 者 」 とい う。 )を 募 集 す る。

2   候 補 者 は 、 自治 会 規 約 第 2条 に規 定 す る会 員 (以 下 「会 員 Jと い う。)で 、

自治 会 に 3年 以 上 在 籍 した 者 で な けれ ばな らな い。

3   候 補 者 は 、別 に定 め る届 書 に会 員 5入 以 上 の推 薦 を受 け、委 員 会 が指 定 す

る 日まで に届 出 な けれ ば な らな い。

(選 挙 人 )

第 5条  選 挙 人 は 、 選 挙 日に出 席 した会 員 とす る。

(立 会 人 )

第 6条
1   投 票 立 会 人 及 び 開票 立 会 人 を置 く。

2   投 票 立 会 人 及 び 開票 立 会 人 は そ れ ぞ れ 3人 と し、 投 票 立 会 人 に あ って は選

挙 管 理 委 員 の 中か ら、 開票 立 会 人 に あ って は投 票 人 の 中か ら、委 員 長 が 選

任 す る。

(当 選 人 )

第 7条  当選 人 は 、 選 挙 人 総 数 の 2分 の 1以 上 の者 が 投 票 し、 そ の有 効 投 票 総 数

の 3分 の 1以 上 の得 票 者 の うち最 多 得 票 した 者 とす る。

(そ の他 )

第 8条  この規 程 に定 め る もの の ほか 、選 挙 に 関 し必 要 な事 項 は 、 公 職 選 挙 法 を

準 用 す る。

附  則

この規 程 は 、 平 成 22年 1月 16日 か ら施 行 す る。
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下 白水 南 地 区 自主 防災 会 規 約

(名称)

第 1条   本組織は、「下白水南地区自主防災会」(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第 2条   本会の本部及び事務局は、下白水南コミュニティセンター (公民館)に置く。

(目 的)

第 3条   本会は、下白水南地区において、防災、避難、救出、救護の知識を普及させ、

各種の訓練を実施するとともに、実際の地震、火災、風水害その他の災害に

よる被害の防止又は軽減を図る活動を行うことを目的とする。

(事業)

第 4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)防災、避難、救出、救護の知識の普及

(2)防災、避難誘導計画の策定

(3)防災、避難、救出、救護、避難誘導訓練の実施

(4)防災資材等の備蓄、管理

(5)情報の収集、伝達

(6)出火防止、初期消火、初期防災

(7)防災、避難、救出、救護、避難誘導

(8)給食、給水

(9)その他 防災、防犯、避難、救出、救護に必要なこと

(会員)

第 5条   本会は、下白水南地区の全世帯をもって構成する。

(役員及び役員の任期)

第 6条   本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名  ―一 下白水南地区自治会長がこの任にあたる。

(2)副会長  1名  ―一 副自治会長がこの任にあたる。

(3)会計   1名  ―― 自治会会計がこの任にあたる。

(4)班長   5名  ―― 下白水南地区防災計画別表 1の通り

1 役員の任期は、選任されたそれぞれの組織の任期とする。

2 欠員補充により、交替した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 本会の役員は、防災組織編成の班長以上をもって充てる。
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(役員の任務)

第 7条   本会の役員の任務は次の通りである。

(1)会長は、本会を代表し、組織の事業を統括し、有事にあっては最高指揮者

となる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

(3)会計は、本会に関する会議の記録等、及び各班の調整連絡に関することを

行う。

(4)班長は、本会の各実施部門の責任者とする。

(役員会)

第 8条   本会は、役員会をもって決議機関とする。

1 役員会は、会長が必要と認めたとき、随時招集する。

2 役員会は、構成員の過半数の出席により成立し、採決は出席役員の 3分の 2以上

の賛成により成立する。

3 役員会の議長は、会長があたり、議事を進行する。

4 役員は、次の事項を審議し決定する。

(1)規約の改正に関すること。

(2)防災計画に関すること。

(3)事業計画と、その実施に関すること。

(4)その他運営上必要な事項

(防災計画)

第 9条   本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

防災計画は、次の事項について定める。

(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2)防災知識の普及に関すること。

(3)防災訓練の実施に関すること。

(4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護

及び避難誘導、給食給水等に関すること。

(5)その他必要な事項

付則

この規約は、平成 13年 11月 11日 から実施する。

付則

この規約は、令和 2年 4月 20日 から実施する。
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下白水南地区自主防災会組織

発足 平成 13年 11月 11日

(令和元年度組織)

本 部 (事務局)

緊急情報連絡

情報班

民生児童委員

環境推進委員

シニアクラブ

あすなろ会

下白水南子ど

も会育成会

中学校地区分

会委員

小学校地区分

会委員

消防団OB

下自水南コミュニティセンター (公民館 )

(593‐2311)

初期消火班 避難誘導班

各隣組

体育委員

つ
０

■
■

救出救護班

各隣組長 下白水南

婦人会員



下自水南地区防災計画

1, 日 自勺

この計画は、下自水南地区自主防災会の防災活動の必要な事項を定め、もって地震その他

の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2,計画事項

この計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1)防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2)防災知識の普及に関すること。

(3)防災訓練の実施に関すること。

(4)情報の収集、伝達に関すること。

(5)出火防止、初期消火に関すること。

(6)救出救護に関すること。

(7)避難誘導に関すること。

(8)給食、給水に関すること。

(9)防災資機材の備蓄及び管理に関すること

3.,防災組織の編成及び任務分担

災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、別表 1の とおり防災組織を

編成する。

4,防災知識の普及

地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。

(1)普及事項は、次の通 りとする。

ア、防災組織および防災計画に関すること

イ、地震、火災、水災等についての知識に関すること。

ウ、地区周辺の環境に応ずる防災知識に関すること。

工、各家庭における防災上の留意事項に関すること。

オ、その他防災に関すること。

(2)普及の方法は、次のとおりとする。

ア、広報誌、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布。

イ、座談会、講演会、映画会等の開催。

ウ、パネル等の展示

(3)実施時期

火災予防週間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
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5、 防災訓練

大地震等の災害の発生に備えて、情報の伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行える

よう、次により防災訓練を実施する。

(1)訓練の種別

訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。

(2)個別訓練の種類

個別訓練は、次のとおりとする。

ア、情報の収集伝達訓練

イ、消火訓練

ウ、避難訓練

工、救出、救護訓練

(3)総合訓練

総合訓練は、 2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。

(4)訓練実施計画

訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成す

る。

(5)訓練の時期及び回数

訓練は、原則として春季および秋季の火災予防運動期間中、防災の日、並びに防災と

ボランティア週間等に実施する。

6,情報の収集伝達

被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集伝達を

次により行う。

(1)情報の収集伝達

情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集す

るとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関に伝達する。

(2)情報の収集伝達の方法

情報の収集伝達は、テレビ、ラジオ、有線放送、携帯無線、携帯電話、伝令などによ

る。
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7,出火防止および初期消火

(1)出火防止

大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防

止の徹底を図るため、各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整

備する。

ア、火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況

イ、可燃性危険物品等の保管状況

ウ、消火器等消火資機材の整備状況

工、その他建物等の危険箇所の状況

(2)初期消火対策

地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火する事ができるよ

うにするため、各家庭にあっては、消火器、水バケツ等をそなえる。

8、 救出救護

(1)救出救護活動

建物の倒壊、落下物等により救出救護を要する者が生じたときは、ただちに救出救護

活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力する。

(2)医療機関との連携

救出救護班員は、負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは、次の医

療機関または防災関係機関と連絡を密にして活動する。

ア、渡辺耳鼻咽喉科医院

イ、榊原内科医院

ウ、野北外科胃腸科医院

工、福岡徳洲会病院

(3)防災関係機関への出動要請

救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要であると認めたときは、防災関係機

関の出動を要請する。

9、 避難対策

火災の延焼拡大等により、地域住民の人名に危険が生じ、または生じるおそれが

あるときは、次により避難を行う。

(1)避難誘導の指示

春 日市長等の避難命令が出たときは、防災会長は避難誘導班に対し地域住民の避難誘

導の指示をおこなう。(予め防災会で指定している避難地への誘導)

‐16-



(2)避難誘導

避難誘導班員は、防災会長の避難誘導の指示に基づき、住民の避難地へ避難誘導し

点呼確認を行った後に、春日市地域防災計画で選定されている避難所へ誘導する。

(3)避難路および避難地

ア、避難路～狭除な道路は、周辺からの倒壊危険もあるので、原則として幹線道路を

使用して避難する。

イ、避難地～一の谷第 1公園、一の谷第 2公園、一の谷第 3公園、下白水児童公園、

下白水第 2公園、日拝塚古墳地内、柏田公園、下白水南公民館、

春 日西小学校、春 日西中学校、浄運寺とする。

10,給食、給水

避難地等における給食及び給水は、次により行う。

(1)給食の実施

給食給水班員は、本会からの支給、または市から配分された食料、炊き出し等に

より給食活動を行う。

(2)給水

給食給水班員は、本会からの支給、または市から提供された飲料水、水道、井戸水

等により確保した飲料水により給水活動を行う。

11防災資機材等

今後、計画的に整備を図っていくものとする。

-17‐



下白水南地区自主防災会連絡、避難場所等

1。 本部 (事務所 )

*下白水南コミュニティセンター (公民館)を本部 (事務所)とする。

TEL. 593-2311
*各班、班員への指示は、本部役員または各班の班長が担当する。

2.住民の安全を確保するための避難場所

*地区内の公園

一の谷第 1公園、一の谷第 2公園、一の谷第 3公園

下白水児童遊園、下白水第 2公園、日拝塚古墳地内、柏田公園

*下白水南公民館   下白水南 3丁 目44   TEL.593-2311
*春 日西小学校    下白水南 4丁 目134  TEL.581-4133
*春 日西中学校    一の谷 5丁 目49    TEL.572-7355
*浄運寺       下白水南 4丁 目35   TEL.593-1111

3.救出、救護のため連絡する救急病院等

*渡辺耳鼻咽喉科医院 下白水南4丁 目10-l TEL.558-1234
*野北外科胃腸科医院 上自水 364      TEL.591-1231
*榊原内科医院    下白水北4丁 目85   TEL.572-3111
*福岡徳洲会病院   春日市須玖北4丁 目5  TEL.573-6622

4.警察機関

*春 日警察署    TEL.580-0110
* ~下白水交番     TEL. 501-1873

5。 消防機関

*春 日 。大野城・那珂川消防組合 北出張所  TEL.589-0119

6。 その他

*災害伝言用ダイヤル番号 (171) 内容説明 0180‐ 993‐524

*イ ンターネットア ドレス  http:〃info.tasc.cae.ntt.co.jp/voicen1/
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下白水南自治会総会 下白水南 自治

下白水南評議員会
コミュニティ
地域活性部

役員会 (隣組長会 )

健康口福祉推進部

役員会 (自 治会 )

防犯・防災部

自治会役員

自治会長

副自治会長

会 計

役員

隣組長 (隣組数 )

監査員 (2人 )

シニアクラブ「あすなる会」

下白水南婦人会

子ども会・子ども会育成会

小・中コミュニティスクール

「みなみだより」発行

コミュニティ事業推進

各種サークル

福祉推進協力員

育自サークル・モモ

献血推進協議会 下白水南支部

支え合い会議

生涯学習

下白水南環境推進員

下白水南地区自主防災組織

各種事業推進

自治会関連各種委員

民生委員児童委員

交通安全指導員

自治会連携各種団体

下白水南婦人会

下白水南シエアクラブ
「あすなろ会」

下白水南子ども会

春日市消防団西分団
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¬F虐ヨガく肩旨 をヽ 極こ食官 年蒙 3rT刃見 貝U

(目 的 )

第 1条  この規則 は、下 白水南公民館 の管理について必要な事項 を定めることを目

的 とする。

(管理者 )

第 2条  公民館の施設は、 自治会長が管理する。

(開 館時間 )

第 3条  公民館 の開館時間は、午前 9時 か ら午後 10時 まで とす る。ただ し、 自治

会 長が必要 と認めた ときは、 これ を変更することができる。

(休館 日)

第 4条  公民館 の休館 日は、次 に掲 げる 日とす る。ただ し、 自治会長が必要 と認め

た ときは、 これ を変更す ることができる。

(1)毎週月曜 日及び国民の祝 日に関する法律に定める休 日

(2)12月 29日 か ら翌年の 1月 4日 までの 日

(3)8月 13日 か ら 15日 までの 日

(使用施設等 )

第 5条  公民館 の設置 目的 を達成す るため、一般使用 に供す る施設等 は、次 に掲げ

る 通 りとす る。

(1)1階 大集会室、 1階和室① o② 、 2階 小会議室、 2階和室、 2階談話室、

2階児童室及び 1階調理実習室並びにこれ らに付属する設備、備品等。

(2)そ の他必要な施設等。

(使用の申請 )

第 6条  公民館 を使用 しよ うとする者は、公民館使用許可 申請書 (以下 「申請書」

と いう。)に よ り、使用す る 日の前 日までに自治会長 に申請 しなければな らない。

ただ し、すでに使用 を申請 した者がないときは、当 日に申請することができる。

2 年間を通 じて毎 月 1回使用する団体 は、前年度の 2月 末 日までに申請 しなけれ

ば な らない。

(使用の許可 )

第 7条  自治会長は、使用 を許可 した ときは使用許可書 を交付す るものとする。

ただ し、次の各号のいずれかに該当す るときは、許可 しない ことができる。

(1)公益 を阻害す るおそれがあるとき

(2)風俗又は公の秩序を乱すおそれのあるとき

(3)申請 目的以外 に使用す るおそれがあるとき

(4)第二者 に転貸 しするとき

2 自治会長は、前項の規定により使用の許可を受けたもの (以 下「使用者」という。)

が前項各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取 り消 し、又は中止させること

ができる。

(使用料 )

第 8条  使用者は、別表に定める使用料 を納入 しなければな らない。
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2 使用料の払い込みは、原則 として 申請書の提 出と同時に前納す るもの とす る。

(使用料の還付 )

第 9条  次の各号に掲げる場合は、当該各号 に定める額 の使用料 を還付する。

(1)天 災地変等 の不可抗力によ り使用できなか った とき又は公民館 の都合 によ り

申  請 を取 り消 した とき 全額

(2)使用者の都合 によ り、前 日までに申請 を取 り消 した ときは 半額

(使用料の減免 )

第 10条  自治会長は、第 8条第 1項 の規定 にかかわ らず、次の各号のいずれか に

該当す る場合は、使用料 を免除す ることができる。

(1)自 治会が行政上の必要によ り使用す るとき

(2)自 治会が主催、共催又は後援する行事 に使用するとき

(3)隣組が主催する行事 に使用するとき

(4)自 治会内の団体で、 自治会長が認めるものが使用す るとき。

2 自治会長は、第 8条第 1項 の規定 にかかわ らず、次 の各号のいずれかに該当す

る 場合は、別表 (1)室 使用料及び公民館内で使用す る (3)備 品貸出料 を免除

する ことができる。

(1)市及び下白水南公民館が公認す る団体が当該団体活動のため使用す るとき

(2)そ の他 自治会長が必要 と認めた団体が使用するとき

3 前 2項 に規定す る団体以外 の団体で、下 白水南公民館が前項第 1号 に規定す る

公認団体 に準ずる団体 と認めるときは、別表の使用料 を減額す ることができる。

(特 別の設備の承認 )

第 11条  使用者は、公民館使用のため特別の設備 を施そ うとするときは、あ らか

じめ 自治会長の承認 を受けなければな らない。

(事務の委任 )

第 12条  自治会長は、公民館使用に関する事務の全部又は一部 を自治会事務員に

委任することができる。

(使用者の履行義務 )

第 13条  使用者 は、使用後、室の清掃、使用備品の整頓等必要な作業 を行わなけ

ればな らない。

(き 損滅失の届出 )

第 14条  使用者は、建物及び付属備品をき損 し、又は滅失 した ときは、 自治会長

に 届け出て、その指示を受けなければな らない。

(規則の改廃 )

第 15条  この規則の改廃は、 自治会総会の承認 を得なければな らない。

附 則

1 この規則 は、平成 16年 4月 18日 か ら施行す る。

2 この規則 は、平成 27年 4月 1日 か ら施行す る。

-21-



男lJ

使    用   料

(1)部 屋 使 用 料

室 区 分

使 用 料

午前 9時から午後 5時ま

で (1時間当たり)

午後 5時から午後 10時
まで (1時間当たり)

終 日

1階

大会議室 1,000円 1,000円 10,000円

和 室 ①
一室 につき

500円
一室につき

500円
一室 につき

5,000円〃 ②

調埋実習室 700円 750円 7,500円

2階

小会議室 500円 500円 5,000円

不日 E= 400円 400円 4,000円

談 話 室 500円 500円 5,000円

児 童 室 500円 5,000円

※ 使用時間 1時間未満は 時間 として算定する

注 :① 営利使用の場合は、それぞれの区分の使用料の3倍の額。

② 自治会員以外の団体・個人が使用する場合は2倍の額。

③ 2階児童室は、午後5時以降は一般使用に供する。

(2)設備備品使用料

設備備品

区 分

使 用 料

設備備品 1基につき

暖房器具 1時間 100円

扇 風 機 1時間 100円

エアコン

1時間  200円

コインタイマー付きのエ アコンは各自でコインを入れて下さい

※ 使用 1 ヤ

1時間として算定する。
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下 白水 自治 会事 務員 就 業規 定

(目 的)

第 1条 この規定は、下白水南自治会事務員 (以下 「事務員」という。)の勤務

に関する必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所 )

第 2条 事務員の勤務の場所は下白水南公民館 とする。ただし、自治会長が別

に指示 した時は、その指示された場所で勤務する。

(業務 )

第 3章 事務員は、次に掲げる事務を行 う。

1 文書の作成、発送、収受及び管理に関すること。

2 備品等の整理保管に関すること。

3 自治会費及び公民館使用料等の収納事務に関すること。

4 公民館施設の清掃に関すること。

5 火災予防及び盗難防止に関すること。

6 その他 自治会長が指示する事務。

(勤務時間)

第 4条 事務員の勤務時間、休 日及び休暇等は、次のとお りとする。

1 勤務時間は、火曜日から金曜日までは、午前 9.時から午後 4時まで、土曜

日は午前 9時から正午までとする。

2 休 日は、毎週 日曜日、月曜日及び国民の祝 日に関する法律に規定する休 日

(以下「祝 日」という。)とする。

3 休暇は基本的に、盆については、8月 13日 から 8月 15日 までの日とし、

年末年始については、12月 29日 から翌年の 1月 4日 (1月 1日 は除く。)

までの日とする。

4 前 3項の規程にかかわらず、休 日、休暇期間中及び勤務時間外に、自治会

長が特に勤務するよう指示 したときは勤務しなければならない。この場合

時間外勤務手当を支給する。
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(報酬及び手当)

第 5条 事務員の報酬及び諸手当は、次のとお りとする。

1 報酬は、月額 100,000円 とし、毎月 20日 に支給する。但 し支給 日が金融

機関の休 日にあたる場合は前日に支給する。

2 時間外手当は、1時間につき、報酬月額の 1時間当たりの 100分 の 12
5を支給する。ただし、休 日、休暇期間中及び勤務時間外の午後 10時以

降勤務したときは、報酬月額の 1時間当たりの 100分 の 135を 支給す

る。

3 夏季手当及び冬季手当を支給する。支給額はそれぞれ 50,000円 とし、

6月 および 12月 に支給する。

(退職 )

第 6条 事務員の退職は、次のとお りとする。

1 本人の都合により退職する場合は、一か月まえまでにその理由を記載 した

退職願いを自治会長へ提出しなければならない。ただし、やむを得ない理

由により退職願いを提出できない場合は、口頭により申し出ることができ

る。

2 自治会の都合により退職をさせる場合は、一か月前までにその理由を本人

に告知しなければならない。

3 事務員は、退職するとき事務引き継ぎ書により後任者に事務及び文書、物

品等を速やかに引き継がなければならない。ただし、後任者が定まってい

ないときは自治会長へ引き継ぐものとする。

附則

1 この規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

附則

1 この規程は、令和 2年 4月 1日 から施行する。
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下 白水南 自治会役員の報酬および手当に関する規定

第 1条 この規定は、下白水南自治会役員の報酬及び総会においての議長並び

に書記の手当の額について定める。

第 2条 下自水南自治会規約第 10条第 5項に規定する報酬|は、次の通りとす

る。

(6)監査員                    年額  10,000円
第 3条 下白水南自治会総会における議長及び書記の手当の額は次の通 りとす

る。

(1)自 治会長

(2)副 自治会長

(3)会計

(4)役員

(5)隣組長 (年額)

事務取扱報酬|

環境整備報酬 基本額 50世帯以下

加算額  51～ 601陛帯

61～70世帯

71世帯以上

(1)議長

(2)書記

附則

この規程は、平成 23年 4月 1日 か ら施行する。

附則

この規程は、令和 2年 4月 1日 から施行する。

一総会あた り

一総会あたり

年額   1,320,000円

年額   350,000円
年額   270,000円
年額   100,000円

10,000円

2,000円

1,000円

2,000円

3,000円

5,000円

10,000円
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